
今後やろうと考えていること/今やっていること

「河川プール」が順応的な社会をうみだすか？

田代 優秋（和歌山大学）

2017.02.05 宮内科研
名古屋大学東京オフィス

科研「不確実性と多元的価値の中での順応的な環境ガバナンスのあり方についての社会学的研究」

大分県豊後大野市 白山川河川プール



1622

科研
の
目標

• テーマの自分なりの解釈
– 「不確実性と多元的価値の中での順応

的な環境ガバナンスのあり方について
の社会学的研究」

– 環境ガバナンス？順応的ガバナンス？
順応的なプロセス・マネジメント？

– 自然環境を⾧期間（自分が生きてる間くらい）に
渡って維持できる社会の賢いしくみ

– 希少種や生業の中で利用される生き物
だけでなく、どこにでもある普通の自
然（公共/共有空間）を維持し続けるた
めの社会の賢いしくみ
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社会の
賢い
しくみ
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順応的
ガバナンス

試行錯誤

複数のゴール

再文脈化

・・・ ・・・

社会実装するための形ある技術（技術解）

工夫の余地
後からでも改変できるよ
うに物理的な余地を予め
備えておく設計

・・・

オープン化？

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・ ・・・

・・・

資源化のプロセス？

空間への「かかわりが生み続けられる場」
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資源化
の
プロセス

• 地域活性化に向けた固有種の資源化プロセ
スの解明
– 順応的ガバナンス自体はどう生まれるのか？
– これまで未利用だったものが、いつからか人々に利用さ

れはじめ、「資源」として認知されて維持管理されるプ
ロセス

– 新たに発見された生物「新種」→このプロセスが見やす
いのでは？

– 地域社会はどのように反応し、どう活用されるのか？
– 新種「アナンムシオイガイ」→活用、「サルダアツブタ

ムシオイガイ」→これから？
– 分類学者（四国大 松田さん）との共同研究
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川の中に
ある
プール
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川の中に
ある
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川の中に
ある
プール
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大分県 津民川河川プール
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海の中に
ある
プール
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http://guide.travel.co.jp/article/4206/

http://oshiken2.blog76.fc2.com/blog-entry-2939.html

http://www.360navi.com/photo/19ishikawa/04wajima/06kamo/10page.htm

南大東島 海軍棒プール

南大東島 塩屋プール

石川県 鴨ヶ浦プール
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何を
読み解く
のか？

• 河川プールで何がわかるのか？
– 川＝どこにでもある普通の自然
– どこでも泳げるはずの川に「プール」
– プール＝「要素を区切る」こと
– どこにでもある普通の自然が利用され、

管理もされる（資源化のプロセス）

• 河川空間のオープン化（国交省による規制
緩和）

• 利用と管理の市民開放：小さな自然再生
「見試し」（都道府県）、道普請（観光）、
直営施工（農業）、ハーフメイド（建築）

• 一様ではなく、管理なし利用のみ、利用な
しの様々なパターン

– 利用され続けるオープン化の（技術的
な）要件とは何か？
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・日本全国 130箇所
・山口県 35箇所
・大分県 27箇所
・和歌山県 ２１箇所
・宮崎県 10箇所
・福岡県 9箇所
・佐賀県、長崎県、高知県 6箇所
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利用状況
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和歌山県新宮市 高田第１自然ツール
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利用状況
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河川
プール
の
類型化

河川プール

低水路

堰なし

①指定型

②掘込型

③併設型

堰あり
④堰止型

⑤造成型

高水敷 堰あり ⑥引込型15
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①
いくつか
の
ルーツ

• プールのない小学校で教育施設
– 山口県（構造物あり）
– 大阪府茨木中学校、清渓小学校（構造物あり）
– 和歌山県古座川、徳島県佐那河内村、京都府美山町（指

定型）

• 水辺を資源と捉えたまちづくり、レクリエーショ
ン
– 大分県河原内川、大分県
– 和歌山県新宮市高田

• 子どもの遊び場所
– 埼玉県飯能市、和歌山県新宮市三越川
– 三重県紀宝町（後から公園として整備）
– （海のプール：沖縄県南大東島、石川県）

• オリンピックのメモリアル施設
– 和歌山県橋本市、熊本県
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②
いつごろ
できた？

• 遊泳場取締規則、1904年7月1日、
明治37年
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②
いつごろ
できた？

• 遊泳場が多数設置、混雑
• 遊泳場取締規則の制定（1904、M37 ）

– →溺死者が多数（不慮の事故の中で死因第１位）
– →水上交通との整合性
– →公衆衛生管理

• 管理者、設置者、利用者が明確に規定
• 区域が明確に規定
• 設置者の安全配慮義務、環境整備義務

– →河川プールとしての起源
– →河川水面の自由使用
– →「排他的な権利」よりも「安全性の確

保」のために場所を管理
– →自然要素を「資源化の制度」
– →土木技術として何が見えるか？
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遊泳場
の
設備
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遊泳場
の
設備

•濱町河岸の水泳（読売新聞、1907年7
月31日、M40）
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遊泳場
の
設備

とりがい秀夫 荒川区議会議員
http://www.torigai.jp/

荒川の昔を伝える会（2005）荒川の昔－遊び－，足
立区荒川ビジターセンター，東京
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今後
の
展開

• 熊野川水系の複数タイプのプール
• 地域住民への聞き取り調査
• 他の分野の知見応用
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